
1．　は　じ　め　に

　企業会計における利益の計算構造は，期末資
本から期首資本を差し引くという構造を前提に，
または資本の増加および減少の原因を収益およ
び費用とみなして，収益から費用を差し引くと
いう構造を前提に，資本の測定尺度，財務諸表
の構成要素の認識および測定，ならびに資本の
範囲などのさまざまな要因に基づいて成立して
いると考えられる。
　本稿は，企業会計における利益の計算構造を
成立させる要因について検討を行う。とくに，
資本の概念が利益の計算構造の成立にどのよう
に関わっているかを指摘する。具体的に本稿で
は，まず，企業会計における伝統的な資本維持
論を概観する。今日においては，制度上，名目
資本維持が前提とされているが，資本維持論を
概観することは，資本の概念を想定して利益の
計算構造を構想するという基本的な論点を確認
するうえで有益であると考えられる。次いで，
資本維持の考え方に，資産の測定属性に関する
視点または資本の範囲に関する視点を加えて成
立させることができる利益の計算構造について
検討を行う。これらの検討作業を行うことによ
り，資本の概念が企業会計における利益の計算
構造の成立にどのように関わっているかを指摘
する。

2．　資 本 維 持 論

2．1　 3つの資本維持の考え方

　企業会計における資本維持論では，主に，期

末資本から期首資本（資本取引調整済み）を差
し引くという算式（構造）のもとで，各種の資
本維持の考え方が説明され，さらに資本維持を
達成して得られた余剰が利益であるという説明
が行われてきた1）。資本維持論において，期末
資本から差し引かれる期首資本は，「当期に損
益がなければ期末に当然存在すべき資本の大き
さ」という意味で「維持すべき資本」と呼ばれ
ている（森田 1979，10）。資本維持論では，こ
の維持すべき資本について， 3つの考え方が論
じられてきた。
　第 1に，資本を貨幣そのものとみなし，期首
時点において企業に保有されている貨幣量を維
持すべき資本として捉える考え方があげられ
る2）。このような維持すべき資本は，資本の測
定尺度として名目貨幣を用いるものであり，一
般に名目資本と呼ばれている。第 2に，資本を
貨幣の実質的な価値とみなし，期首時点におけ
る貨幣を期末時点の購買力に基づいて測定し直
したものを維持すべき資本と捉える考え方があ
げられる。このような維持すべき資本は，資本
の測定尺度として実質貨幣を用いるものであり，
一般に実質資本と呼ばれている。第 3に，第 1
および第 2の考え方とは異なり，資本を貨幣で
はなく物財とみなし，期首時点で企業に保有さ
れている物財の同一種類および同一数量のもの
を維持すべき資本として捉える考え方があげら
れる。このような維持すべき資本は，実体資本
と呼ばれている。
　第 1 および第 2 の維持すべき資本について
は，いずれも資本が貨幣として捉えられること
から，両者はしばしばひとまとめに貨幣資本と
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呼ばれている。これに対して，第 3の維持すべ
き資本は，資本を具体的な物財として捉えるも
のであり，貨幣資本と対照して物的資本と呼ば
れている。
　これら 3つの維持すべき資本の考え方を，期
末資本から期首資本を差し引いて利益を求める
算式にそれぞれ反映させれば，表 1のように示
すことができる。
　まず，維持すべき資本に名目資本を想定する
場合，利益の算式において，期末資本は，期末
資産と期末負債の差額に相当する貨幣量という
意味での名目貨幣と捉えることができる。した
がって，名目資本のもとで算定される利益は，
期末時点の貨幣量から期首時点の貨幣量を差し
引いた名目貨幣の正味増分として捉えることが
できる。次に，維持すべき資本に実質資本を想
定する場合，利益の算式においては，期末資本
が指数修正された期末資産と期末負債の差額に
相当する期末時点の貨幣量として捉えられるこ
とから，期末資本から実質資本を差し引くこと
により，利益は，期末時点の購買力を有する貨
幣の正味増分として算定されることになる。さ
らに，維持すべき資本に実体資本を想定する場
合，期首時点の物財と同一種類のものが同一の
数量で期末時点においても確保されているとい
うことが利益計算の要点となる。実体資本を貨
幣額で表す場合，その測定額には，期首時点で
保有していた物財に対する再調達原価を用いる
ことが通常考えられる。したがって，実体資本
のもとでの利益は，期末時点における再投資を
通じて企業の給付能力が確保された結果（たと
えば再投資の結果，企業に残留する貨幣資産）

として算定されることになる3）。

2．2　資本維持論の特徴

　すでに述べたように，資本維持論では，資本
の測定尺度について，名目貨幣，実質貨幣また
は物財のいずれを用いるかによって，計算構造
上の維持すべき資本として，名目資本，実質資
本または実体資本が想定される。さらに，期末
資本から当該維持すべき資本が差し引かれるこ
とで利益が算定される。したがって，そこで算
定される利益は，資本に適用された測定尺度に
基づいて捉えられることになる。たとえば，期
首時点および期末時点における資本を名目貨幣
として捉えるならば，両者の差額である利益も
名目貨幣の正味増分として捉えられることにな
る。
　資本維持論の特徴，とくに現代の企業会計に
おける貢献としては，資本の測定尺度の選択に
関する視点を提示していることがあげられる。
現行の概念フレームワークおよび会計基準にお
いては，資本を名目貨幣とみなす見方が一般に
採用されているが，このことは，複数ある資本
の測定尺度のうち，名目貨幣が採用された結果
であると考えられる4）。また，資本維持論にお
いては，期末資本から期首資本を差し引いて利
益を算定するにあたり，期首と期末の両時点に
おける資本の捉え方（資本に適用する測定尺度）
が共通化されているということが前提とされて
いる。会計期間における資本の捉え方の共通化
に関する論点を明示的に取り扱ったという点
も，資本維持論による現代の企業会計における
貢献として説明することが可能であろう。

表 1　維持すべき資本と利益の算式

利　益　の　算　式

維持すべき資本

名目資本 期末資本－名目資本（期首貨幣量）＝利益

実質資本 期末資本－実質資本（期末換算した期首貨幣量）＝利益

実体資本 期末資本－実体資本（期首物量）＝利益
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　しかしながら，資本を「維持」するという考
え方自体は，端的に期末資本から期首資本を差
し引いて利益を算定する考え方ないしはその形
式的な構造を指していると思われる。資本維持
論は，このような資本「維持」という考え方の
もとで，貨幣や物財といった資本の測定尺度の
うち，いずれのものを選択するかという論点を
提示してきたという見方を強調するのであれ
ば，資本を「維持」するという考え方そのもの
は，資本維持論において提示された固有の考え
方としてではなく，企業会計ないしは複式簿記
において一般に成立しうる計算上の構造として
捉えることが妥当であろう。

3．　資本維持論と資産の測定属性の選択

　前述したような資本維持論は，しばしば資産
の測定属性の選択に関する視点を交えて扱われ
てきた。資本の測定尺度と資産の測定属性との
組合せについては，下記の表 2のように示すこ
とができる。
　表 2は，資本の測定尺度と資産の測定属性の
組合せに基づいて企業会計における利益の計算
構造が多様に成立しうることを示している5）。
以下では，簡単な設例を通じて，これらの計算
構造を確認する。なお，設例においては，取得
原価と代替される資産の測定属性について再調
達原価を想定する。

設例
　企業が期首時点において100万円の資金

調達を行い，その全額を用いて商品100万
円（500個，＠2,000円）を購入したとす
る。次いで，期中において，商品60万円
（300個）を売却して84万円の実現収益
（300個，＠2,800円）を獲得したとする。
期首時点，期中および期末時点における一
般物価水準の指数はそれぞれ100，110およ
び120であったとする。期中において，い
わゆる資本取引は行われていない。さら
に，期中と期末時点における商品の現在購
入価格（再調達原価）は，それぞれ＠2,300
円と＠2,600円であったとする。

　この設例に基づいて，表 2 の①（名目貨幣―

取得原価）と②（名目貨幣―再調達原価）にお
ける貸借対照表および損益計算書を示すと表 3
および表 4のようになる。
　資本の測定尺度に名目貨幣を用いることを前
提とした利益計算において，資産の測定属性の
相違は，とくに商品の測定額と当期利益の金額
に影響を及ぼしている。具体的に，再調達原価
を用いる場合には，期末時点で保有する商品が
当該時点の再調達原価によって評価替えされ，
それに見合う未実現の保有利得が計上されるこ
とになる。さらに，再調達原価を用いる場合に
は，売却された商品の測定額（売上原価）が売
却時点における再調達原価で測定されることに
より，取得原価のもとで算定される当期利益24万
円が，操業利益15万円と保有利得（実現分） 9
万円とに分解されて把握されることになる。

表 2　資本の測定尺度と資産の測定属性の組合せ

資産の測定属性

取　得　原　価 時価または現在価値

資本の測定尺度

名 目 貨 幣 ① ②

実 質 貨 幣 ③ ④

物　　　　　財 ⑤ ⑥

（出所：加古（1981，18）をもとに筆者が作成）
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　次に，表 2 の③（実質貨幣―取得原価）と④
（実質貨幣―再調達原価）における貸借対照表
および損益計算書を示すと表 5および表 6のよ
うになる。
　資本の測定尺度に実質貨幣を用いることを前
提とした利益計算において，資産の測定属性の

相違は，名目資本を前提とする場合（表 2の①
および②）と同様に，とくに商品の測定額と当
期利益の金額に影響を及ぼしている。再調達原
価を用いる場合には，期末時点で保有する商品
が当該時点の再調達原価で評価替えされ（期末
時点における評価替えのため指数修正は行われ

表 3　表 2の①　（名目貨幣―取得原価）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  84 名 目 資 本*2 100 売 上 原 価*3  60 売　　　　上  84

商　　　　品*1  40 当 期 利 益  24 当 期 利 益  24

124 124  84  84

*1　商品40万円：200個×＠2,000（取得原価）
*2　名目資本100万円：期首時点における貨幣量100万円（期首時点で取得した商品100万円に相当）
*3　売上原価60万円：300個×＠2,000（取得原価）

表 5　表 2の③　（実質貨幣―取得原価）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  84 実 質 資 本*2 120 売 上 原 価*3  72 売　　　上*5  92

商　　　　品*1  48 当 期 利 益  12 購買力損失*4   8

132 132 当 期 利 益  12

 92  92

*1　商品48万円：200個×＠2,000（取得原価）×120/100
*2　実質資本120万円：期首時点における貨幣量100万円×120/100
*3　売上原価72万円：300個×＠2,000（取得原価）×120/100
*4　購買力損失 8万円：期中から期末にかけて保有した貨幣資産84万円×（120/110－1）
*5　売上92万円：300個×＠2,800×120/110

表 4　表 2の②　（名目貨幣―再調達原価）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  84 名 目 資 本 100 売 上 原 価*2  69 売　　　　上  84

商　　　　品*1  52 当 期 利 益  36 当 期 利 益*3  36 保 有 利 得  21

136 136 105 105

*1　商品52万円：200個×＠2,600（期末時点の再調達原価）
*2　売上原価69万円：300個×＠2,300（売却時点の再調達原価）
*3　当期利益36万円の内訳
　　　　操業利益：15万円［売上84万円（300個×＠2,800）－売上原価69万円］
　　　　保有利得：21万円
　　　　　　実現分 9万円［商品売却分300個×（＠2,300－＠2,000）］
　　　　　　未実現分12万円［商品未売却分200個×（＠2,600－＠2,000）］
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ない），また，それに見合う未実現の保有利得
が指数修正されたうえで計上されることにな
る。さらに，再調達原価を用いる場合には，売
上原価が再調達原価によって測定されるため，
③（実質貨幣―取得原価）のもとで算定される
当期利益12万円が，指数修正された操業利益17
万円と保有利得（実現分） 3万円，さらには貨
幣資産の購買力損失△ 8万円とに分解されて把
握されることになる。
　さらに，前掲の表 2 の⑤（物財―取得原価）
と⑥（物財―再調達原価）における貸借対照表
および損益計算書を示すと表 7および表 8のよ
うになる。
　資本の測定尺度に物財を用いることを前提と
した利益計算において，資産の測定属性の相違
は，とくに商品と実体資本の測定額に影響を及
ぼしている。具体的に，取得原価を用いる場合
には，期末時点で保有する商品の測定額が仕入
時点の取得原価のまま維持され，再調達原価を
用いる場合には，その測定額が当該期末時点に
おける再調達原価によって評価替えされてい
る。ここでの実体資本の維持は，期首時点で取
得した商品500個を期末時点においても保有し
ていることによって達成される。また，実際に
保有していなくても，期末時点において同一商

品に再投資できる貨幣資産の保有をもって当該
商品500個の保有を達成することができると理
解される6）。したがって，取得原価を用いる場合
（⑤）には，物量として企業に存在している未売
却の商品200個（取得原価＠2,000円）と，同一
商品500個を期末時点においても保有するとい
う意味で，期末時点の再調達原価＠2,600円で
再取得されるとみなされる（売却分に相当する）
商品300個に基づいて，維持すべき資本として
の実体資本が測定されることになる。また，再
調達原価を用いる場合（⑥）の実体資本は，同
一商品500個すべてが期末時点において再取得
されるとみなされて測定されることになる。
もっとも，⑤と⑥の両者の場合においては，と
もに実体資本に相当する商品500個が維持され
ていると解釈されるので，当期利益の金額に差
異は生じないことになる。他方，これまで述べ
てきたように，売上原価を再調達原価で評価す
る場合，取得原価のもとで算定される当期利益
が操業利益と実現保有利得とに分解されて把握
されることになるが，ここでも資産の測定属性
に再調達原価が用いられる場合（⑥）には，取
得原価のもとで算定される当期利益 6万円が操
業利益15万円（売上84万円－売上原価69万円）
と実現保有利得相当額△ 9 万円［商品売却分

表 6　表 2の④　（実質貨幣―再調達原価）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  84 実 質 資 本 120 売 上 原 価*2  75 売　　　　上  92

商　　　　品*1  52 当 期 利 益  16 購買力損失   8 保 有 利 得   7

136 136 当 期 利 益*3  16

 99  99

*1　商品52万円：200個×＠2,600（期末時点の再調達原価）
*2　売上原価75万円：300個×＠2,300（売却時点の再調達原価）×120/110
*3　当期利益16万円の内訳
　　　　操業利益：17万円［売上92（300個×＠2,800×120/110）－売上原価75］
　　　　保有利得： 7万円
　　　　　　実現分 3万円［商品売却分300個×（＠2,300×120/110－＠2,000×120/100）］
　　　　　　未実現分 4万円［商品未売却分200個×（＠2,600－＠2,000×120/100）］
　　　　購買力損失：△ 8万円
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300個×（＠2,000－＠2,300）］として分解されて
把握される。実現保有利得相当額がマイナスに
なるのは，当該金額が実体資本を構成するため
である。また，未売却商品に関する保有利得相
当額12万円は，当該商品がいまだ消費の過程を
経ていないため，損益計算書を介せずに直接的
に資本修正額として実体資本の測定額に加えら
れることになる。
　以上の計算例は，資本維持論に資産の測定属
性の選択に関する視点を交えたものである。資
産の測定属性に関する視点は，名目資本，実質
資本，実体資本を前提とする利益の計算構造に
おいて，とくに期末時点における資産の測定額
を定めることを通じて，期末資本の測定額を定
める大きな要因であると位置づけることができ

る。取引時点における資産の測定属性に取得原
価を用いることが普遍的な考え方であるとすれ
ば，期末時点においては，資産の測定属性とし
て，当該取得原価をそのまま維持するか，再調
達原価や正味売却可能価額などの時価，または
現在価値を用いて評価替えを行うかということ
が問題になるが，このとき，ある特定の測定属
性の選択は，期末資本の測定額を決定する大き
な要因であると説明することができる。した
がって，資産の測定属性に関する視点について
は，とくに期末資本の測定額を決定させるとい
う面で，資本の測定尺度に関する視点とともに
利益の計算構造を成立させる有益な視点である
と説明することができよう。
　ただし，資本の測定尺度と資産の測定属性に

表 7　表 2の⑤　（物財―取得原価）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  84 実 体 資 本*2 118 売 上 原 価*3  60 売　　　　上  84

商　　　　品*1  40 当 期 利 益   6 資本修正繰入*4  18

124 124 当 期 利 益   6

 84  84

*1　商品40万円：200個×＠2,000（取得原価）
*2　実体資本118万円：商品未売却分200個×＠2,000（取得原価）＋商品売却分300個×＠2,600（期末
時点の再調達原価）または期首資本100万円＋資本修正繰入18万円

*3　売上原価60万円：300個×＠2,000（取得原価）
*4　資本修正繰入18万円：商品売却分300個×（＠2,600－＠2,000）

表 8　表 2の⑥　（物財―再調達原価）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  84 実 体 資 本*2 130 売 上 原 価*3  69 売　　　　上  84

商　　　　品*1  52 当 期 利 益   6 資本修正繰入*4   9

136 136 当 期 利 益   6

 84  84

*1　商品52万円：200個×＠2,600（期末時点の再調達原価）
*2　実体資本130万円：商品500個×＠2,600（期末時点の再調達原価），または期首資本100万円＋資本
修正繰入 9万円＋保有利得相当額21万円（実現分 9万円と未実現分12万円）

*3　売上原価69万円：300個×＠2,300（売却時点の再調達原価）
*4　資本修正繰入 9万円：商品売却分300個×（＠2,600－＠2,300）
※　期末時点で保有する商品の保有利得相当額（未実現分）12万円［商品未売却分200個×（＠2,600－

＠2,000）］は，実体資本に直接算入されている。
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ついては，ある特定の選択肢同士が結びつきや
すい側面がある。たとえば，期末時点において
資産を再調達原価で評価すること（期末時点の
測定属性に再調達原価を用いること）は，給付
能力の維持という意味での実体資本の考え方と
結びつきやすい測定属性の選択であるといえ
る。とはいえ，前掲の表 2で示したように，資
本の測定尺度と資産の測定属性については，あ
る特定の選択肢同士が一対一で必ずしも直接的
に結びつくものではなく，両者の組合せで多様
な利益の計算構造を想定することができる。資
産の測定属性は，資本の測定尺度にかかわらず
独立して選択されうると考えられる。

4．　資本維持論と資本の範囲の決定

　他方，資本維持論は，資産の測定属性の選択
に関する視点のみならず，資本の範囲の決定に
関する視点も交えて扱われてきた。ここでいう
資本の範囲とは，各種の資金提供者のうち，利
益計算を行う立場ないし観点としての資金提供
者が有する持分（企業の資産に対する権益）の
括りを指している。つまり，資本の範囲として
括られた持分は，利益計算の基礎として扱われ
ることになる。
　資本の範囲には，さまざまなものが考えられ
るが，さしあたり株式会社企業における主要な
資金調達手段である株式と社債に基づいて，株
主の持分に基づいて資本の範囲を定める考え方
と，株主と社債権者の持分に基づいて資本の範
囲を定める考え方の 2つがあげられる。なお，
後者については，すべての資金提供者の持分を

資本の範囲として捉える考え方に相当する。こ
の 2つの資本の範囲を資本の測定尺度と組み合
わせてみると，下記の表 9のように示すことが
できる。
　以下では，前述した設例に「株式と社債の発
行による資金調達」に関する条件を加え，当該
設例のもとでの資本の測定尺度と資本の範囲の
組合せにおける利益の計算構造を確認する。な
お，資産の測定属性には取得原価を想定する。

設例
　企業が期首時点において株式120株を 1
株当たり0.5万円で発行し，額面40万円の
固定利付債（償還期間 2年，約定利回り年
5％）を額面で発行したとする。また，期
首時点において，調達した資金額のすべて
を用いて商品100万円（500個，＠2,000円）
を購入し，期中において，商品60万円（300
個）を売却して84万円の実現収益（300個，
＠2,800円）を獲得したとする。期中と期
末時点における商品の現在購入価格（再調
達原価）は，それぞれ＠2,300円と＠2,600
円であったとする。さらに，期末時点にお
いて，社債利息 2 万円と株式配当 3 万円
（ 1 株250円）を支払ったとする。期首時
点，期中および期末時点における一般物価
水準の指数はそれぞれ100，110および120
であったとする。期中において，いわゆる
資本取引は行われていない。なお，分配規
制は存在しないものとする。

表 9　資本の測定尺度と資本の範囲の組合せ

資 本 の 範 囲

株主の持分 すべての資金提供者の持分

資本の測定尺度

名 目 貨 幣 ① ②

実 質 貨 幣 ③ ④

物　　　　財 ⑤ ⑥
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　上記の設例に基づいて，まず表 9 の①（名目
貨幣―株主の持分）と②（名目貨幣―すべての資
金提供者の持分）における貸借対照表および損
益計算書を示すと表10および表11のようになる。
　資本の測定尺度に名目貨幣を用いることを前
提とした利益計算において，資本の範囲の相違
は，資本の測定額と当期利益の金額に影響を及
ぼしている。具体的に，株主の持分に基づいて
資本の範囲を定める場合において，社債利息は
損益として計上され，すべての資金提供者の持
分に基づいて資本の範囲を定める場合において
は，社債利息は，株式配当とともに資本からの
分配として扱われることになる7）。
　次に，表 9 の③（実質貨幣―株主の持分）と
④（実質貨幣―すべての資金提供者の持分）に
おける貸借対照表および損益計算書を示すと表
12および表13のようになる。
　資本の測定尺度に実質貨幣を用いることを前

提とした利益計算において，資本の範囲の相違
は，名目資本を前提とする場合（表 9の①およ
び②）と同様，資本の測定額と当期利益の金額
に影響を及ぼしている。ただし，株主の持分に
基づいて資本の範囲を定める場合においては，
負債項目としての社債が存在するので，これに
ついて購買力利得が生じることになる。また，
すべての資金提供者の持分に基づいて資本の範
囲を定める場合においては，負債が存在しない
ので，購買力利得も生じていない。したがっ
て，③と④における当期利益の差異 6万円は，
社債利息 2万円と購買力利得 8万円から構成さ
れることになる。
　さらに，表 9 の⑤（物財―株主の持分）と⑥
（物財―すべての資金提供者の持分）における
貸借対照表および損益計算書を示すと表14およ
び表15のようになる。
　資本の測定尺度に物財を用いることを前提と

表10　表 9の①　（名目貨幣―株主の持分）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産*1  79 社　　　　債  40 売 上 原 価*4  60 売　　　　上*5  84

商　　　　品*2  40 名目拠出資本*3  57 社 債 利 息   2

当 期 利 益  22 当 期 利 益  22

119 119  84  84

*1　貨幣資産79万円：商品売却時取得貨幣資産84万円－利息・配当支払額 5万円
*2　商品40万円：200個×＠2,000（取得原価）
*3　名目拠出資本57万円：期首時点において株主が払い込んだ資金額60万円－資本の分配 3万円（株

式配当 3万円）
*4　売上原価60万円：300個×＠2,000（取得原価）
*5　売上84万円：300個×＠2,800

表11　表 9の②　（名目貨幣―すべての資金提供者の持分）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  79 名目拠出資本*1  95 売 上 原 価  60 売　　　　上  84

商　　　　品  40 当 期 利 益  24 当 期 利 益  24

119 119  84  84

*1　名目拠出資本95万円：期首時点において株主と社債権者が払い込んだ資金額100万円－資本の分
配 5万円（株式配当 3万円＋社債利息 2万円）
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した利益計算において，資本の範囲の相違は，
①から④の計算例と同様に，資本の測定額と当
期利益の金額に影響を及ぼしている。まず，⑤
の場合においては，株主の持分についてのみ実
体資本の考え方が適用されるから，期末時点で
再投資されるとみなされる（当期売却分に相当
する）商品300個に関する取得原価と再調達原
価の差額18万円［300個×（＠2,600円－＠2,000
円）］のうち，株主の持分に割り当てられる 6
万円（18万円×100個／300個）8）が資本修正繰
入として扱われる9）。一方，⑥においては，株
主の持分と社債権者の持分の両方に実体資本の
考え方が適用されるから，取得原価と再調達原
価の差額18万円すべてが資本修正繰入として扱
われることになる10）。したがって，⑥の当期利

益は，⑤の当期利益に比べて，社債利息 2万円
と，期末時点で再投資されるとみなされる商品
300個に関する取得原価と再調達原価の差額18
万円のうち，社債権者の持分に割り当てられる
金額12万円との差額10万円だけ小さくなる。な
お，株主の持分に基づいて資本の範囲を定める
考え方において，負債は，資産のマイナス項目
として扱われることになる11）。
　以上，設例を通じて資本の測定尺度と資本の
範囲の組合せによる利益の計算構造を確認し
た。資本の範囲を画することは，資本に含まれ
る発行金融商品に関する支払項目や決済差額を
利益計算から隔絶させ，非資本（たとえば負債）
に含まれる発行金融商品に関するそれら項目を
利益計算に反映させることを意味する。また，

表12　表 9の③　（実質貨幣―株主の持分）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  79 社　　　　債  40 売 上 原 価*3  72 売　　　　上*5  92

商　　　　品*1  48 実質拠出資本*2  69 社 債 利 息   2 購買力利得*6   8

当 期 利 益  18 購買力損失*4   8

127 127 当 期 利 益  18

100 100

*1　商品48万円：200個×＠2,000（取得原価）×120/100
*2　実質拠出資本69万円：期首時点において株主が払い込んだ資金額60万円×120/100－資本の分配

3万円（株式配当 3万円）
*3　売上原価72万円：300個×＠2,000（取得原価）×120/100
*4　購買力損失 8万円：期中から期末にかけて保有した貨幣資産84万円×（120/110－1）
*5　売上92万円：300個×＠2,800×120/110
*6　購買力利得 8万円：社債40万円×（120/100－1）

表13　表 9の④　（実質貨幣―すべての資金提供者の持分）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  79 実質拠出資本*1 115 売 上 原 価  72 売　　　　上  92

商　　　　品  48 当 期 利 益  12 購買力損失   8

127 127 当 期 利 益  12

 92  92

*1　実質拠出資本115万円：期首時点において株主と社債権者が払い込んだ資金額100万円×120/100－
資本の分配 5万円（株式配当 3万円＋社債利息 2万円）
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資本の範囲を画することを，期末資本から期首
資本を差し引くという構造のもとで次のように
説明することができる。すなわち，資本がある
特定の範囲の資金提供者の持分で捉えられるこ
とにより，期末資本と期首資本の両方が，当該
資金提供者の持分に基づいて測定され，さら
に，期末資本から期首資本が差し引かれること
によって，当該資金提供者の持分における正味
増分としての利益が算定されることになるとい
う点を指摘することができる。資本の範囲を決
定する視点は，資本の測定尺度や資産の測定属
性に関する視点とともに，利益の計算構造を成
立させる有益な視点であるといえる。

5．　利益の計算構造を成立させる要因

　これまでに述べてきたように，資本の測定尺
度，資産の測定属性および資本の範囲に関する
視点は，ともに利益の計算構造を成立させて明
確化させる有益な視点であると捉えることがで
きる。これら 3つの視点を，期末資本から期首
資本を差し引いて利益を算定するという形式的
な構造のもとで改めて説明すると，当該 3つの
視点の役割について次のような整理が可能であ
ろう。
　まず，資本の測定尺度に関する視点は，資本
を貨幣や物財といった測定尺度で捉えようとす
るものであるが，これは，とくに利益を算定す

表15　表 9の⑥　（物財―すべての資金提供者の持分）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産  79 実体拠出資本*1 113 売 上 原 価  60 売　　　　上  84

商　　　　品  40 当 期 利 益   6 資本修正繰入  18

119 119 当 期 利 益   6

 84  84

*1　実体拠出資本113万円：期首資本100万円（株主拠出額60万円＋社債権者拠出額40万円）＋資本修正
繰入18万円－資本からの分配 5万円（社債利息 2万円＋株式配当 3万円）

表14　表 9の⑤　（物財―株主の持分）における貸借対照表および損益計算書
（単位：万円）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

貨 幣 資 産*1  79 社　　　　債  40 売 上 原 価*4  60 売　　　　上*5  84

商　　　　品*2  40 実体拠出資本*3  63 社 債 利 息   2

当 期 利 益  16 資本修正繰入*5   6

119 119 当 期 利 益  16

 84  84

*1　貨幣資産79万円：商品売却時取得貨幣資産84万円－利息・配当支払額 5万円
*2　商品40万円：200個×＠2,000（取得原価）
*3　実体拠出資本63万円：期首資本60万円（期首時点において株主が払い込んだ資金額60万円）＋資
本修正繰入 6万円－資本からの分配 3万円（株式配当 3万円）

*4　売上原価60万円：300個×＠2,000（取得原価）
*5　株主の持分に割り当てられる資本修正繰入 6万円：商品売却分300個×（＠2,600－＠2,000）×商品

100個／商品300個（再投資されるとみなされる商品300個のうち，株主の持分に割り当てられる
商品100個）

*6　売上84万円：300個×＠2,800
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るために期末資本から差し引かれる期首資本に
適用される考え方であると説明することができ
よう。また，前述したように，資産の測定属性
は資本の測定尺度の選択から独立して選択され
るという見方をふまえれば，資産の測定属性に
関する視点については，期末資本から期首資本
を差し引いて利益を算定する構造において，と
くに期末資本の測定額の決定に影響を及ぼす要
因であると捉えることができよう12）。
　他方，資本の範囲に関する視点は，資本をあ
る特定の範囲の資金提供者の持分で捉えようと
するものであるが，これは，すでに述べたよう
に，企業の財務活動（株主および債権者との取
引）を，利益計算を行う立場としての資金提供
者の範囲に基づいて，利益計算から隔絶させる
部分（資本区分内の持分変動）と利益計算に反
映させる部分（損益）とに振り分ける視点であ
ると説明することができよう。とくに，期末資
本から期首資本を差し引いて利益を算定すると
いう形式的な構造のもとで説明すれば，会計期
間を通じて資本を同一種類の持分に基づいて捉
えることを要請するものであると指摘すること
ができる。したがって，資本の範囲に関する視
点については，期首資本および期末資本の両方
に適用される考え方であるとみなすことができ
る。
　下記の図 1は，利益の計算構造の前提として

あげられる期末資本から期首資本を差し引くと
いう算式に，これら 3つの視点が影響を及ぼす
部分を示したものである。
　これら 3つの視点は，期末資本から期首資本
を差し引くという形式的な構造において相互に
独立して作用していると考えられ，算定される
利益の概念を明確化することに寄与していると
いえる。もっとも，資本の測定尺度に関する視
点は，他の視点よりも，利益の計算構造を成立
させるための根本的な要因として位置づけるこ
とが可能であろう。資本の測定尺度を貨幣や物
財として想定しなければ，利益を算定すること
自体が困難となりうるからである。また，期末
資本の測定額を確定させるという意味において，
資産の測定属性に関する視点も利益の計算構造
の成立に欠かせない要因であると捉えることが
できる。ただし，資本の測定尺度と資産の測定
属性という 2つの視点の組合せのみによって利
益が算定されるだけでは不十分であるという点
も留意すべきであろう。算定された利益が誰に
帰属するかという点も利益の概念の明確化に欠
かせないと考えられるからである。資本の範囲
に関する視点は，算定された利益がどの資金提
供者に帰属するものなのかという点を明らかに
する役割を担っている。企業会計における利益
の概念や特徴が明確化されるためには，資本の
測定尺度と資産の測定属性に加えて，資本の範

図 1　利益の計算構造を成立させる 3つの視点
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囲も明らかにされなければならないと思われる。

6．　お　わ　り　に

　本稿は，資本維持論，および資本維持論のも
とで，資産の測定属性の選択に関する視点と資
本の範囲の決定に関する視点を交えた議論を概
観した。資本の測定尺度，資産の測定属性およ
び資本の範囲は，資本の概念形成さらには期首
資本および期末資本の測定額を決定させること
を通じて，利益の計算構造を成立させて明確化
させる有益な視点であると指摘することができ
た。ただし，利益の計算構造を厳密に確定させ
るためには，とくに期末資本の測定額を決定す
る要因として，資産の測定属性のみならず，負
債の測定属性や収益および費用の認識のタイミ
ング，さらには，それらの考え方の根拠となる
実現や配分，評価の概念について，詳細に検討
していく必要がある。

注

1） もちろん，資本の増加および減少の原因を収益
および費用とみなせば，収益から費用を差し引く
という算式を前提に，資本維持の考え方ないしそ
れに基づく利益計算を説明することが可能である。

2） この考え方は，企業が保有する資産が建物や商
品などの特定の形態で存在していたとしても，そ
れらをすべて貨幣とみなすものである。
3） 森田（1979）は，実体資本のもとでの利益は，
期末時点に物財が維持された結果，期末時点の企
業に存在する貨幣量として捉えられると指摘して
いる（pp. 24 and 79–80）。
4） もっとも，資本の測定尺度に名目貨幣が採用さ
れている理由には，時代背景の変化に伴い，実質
資本や実体資本に基づく利益の計算構造を制度化
する構想が次第に弱まっていったこと，名目資本
に基づくことがシンプルな計算構造の成立につな
がること，さらには名目資本の考え方が資産や収
益の認識および測定における原則的な考え方と緊
密に結びつくことがあげられよう。
5） 資本維持概念と資産の測定属性の組合せに関す
る議論の詳細は，加古（1981）を参照されたい。
また，齋藤（2011）は，資産の測定属性として，
取得原価および再調達原価のみならず正味売却可
能価額を含めて，資本維持に基づく利益計算を説
明している。
6） 実体資本維持に基づく利益計算において，費用
は，消滅した財が再調達されたときの調達価額

（実際再調達原価）で評価することが原則となる
が，再調達が期末までになされていない場合に
は，期末時点において実際再調達原価を見積もる
必要がある（森田 1979，80）。
7） 社債利息の支払いについては，とくに普通株主
を残余請求権者として位置づける見方から，普通
株式の発行価額を財源とすることが適当と考えら
れる。
8） 株主の持分にのみ実体資本の考え方を適用する
のであれば，株主の持分に割り当てられる物財と
しての企業資産を把握したうえで，資本修正繰入
を算定する必要がある。期首時点において株主の
持分に割り当てられる商品の個数は300個（500
個×株主の持分60／すべての資金提供者の持分
100）と考えられる。これを期末時点で株主の持
分に割り当てられる物量とみなしたとき，まず，
200個分については，未売却の商品をあてること
ができる。さらに，残りの100個については，期
末時点で再投資されるとみなされる300個のうち
の100個を割り当てることができる。となると，
資本修正繰入は，当該100個についての 6万円（18
万円×100個／300個）として算定することができ
る。
9） この設例では，資産の測定属性に取得原価が想
定されているため，未売却商品の保有利得に相当
する資本修正繰入は生じない。

10） なお，実体資本維持の考え方は，利益計算を行
ううえで，企業全体としての給付能力が維持され
ていればよいというものであるから，貸借対照表
の貸方全体としての総資本に実体資本維持を適用
するような利益計算がそもそもの計算構造として
念頭におかれていると考えられる（森田 1979，
120–122）。このことからは，実体資本維持とすべ
ての資金提供者の持分を資本とするような見方と
の整合性が指摘されうる。

11） 森田（1979）では，自己資本にのみ実体資本維
持を適用する利益計算が検討されており，そこで
の他人資本（負債）の取扱いについては，名目資
本維持が適用される考え方ないしはマイナスの貨
幣資産とみなす考え方が示されている。もっと
も，このような考え方のもとでは，資本により調
達した資金が固定資産のような企業の給付能力を
代表する資産にあてられ，負債により調達した資
金が貨幣資産にあてられているということが前提
とされている（pp. 104–109）。森田（1979）は，
企業会計上，特定の資産を特定の調達源泉と結び
つけることが困難である点をふまえて，このよう
な割当問題が実体資本維持の大きな論点となりう
ることを指摘している（pp. 113–119）。

12） もっとも，後述するように期末資本の測定額を
定める要因には，負債の測定属性や収益の認識に
関するタイミングもあげられる。
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